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プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

「
下
野
市
共
通
商
品
券
」発
売

商
工
会
で
は
、
市
民
の
皆
様
が

市
内
の
商
工
業
者
（
商
品
券
取
扱

店
）
で
利
用
で
き
る
、
お
得
な
プ

レ
ミ
ア
ム
付
（
10
％
割
増
）
商
品

券
を
発
行
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
お
買

い
求
め
く
だ
さ
い
。

■
日
時

10
月
27
日
㈰
午
前
10
時
〜

（
売
り
切
れ
次
第
終
了
）

■
場
所

•
石
橋
商
工
会
ア
イ
リ
ス
ホ
ー
ル

・
下
野
市
商
工
会
館
玄
関
前

　
（
旧
国
分
寺
商
工
会
）

•
南
河
内
庁
舎
南
側
玄
関
前

■
単
位

千
円
券
11
枚
入
り
を
１
万
円
で

販
売
し
ま
す
。

■
購
入
限
度
額

１
人
あ
た
り
５
万
円
ま
で

（
小
学
生
以
上
の
下
野
市
民
）

※
商
品
券
取
扱
店
は
、
後
日
新
聞

折
込
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

石
橋
商
工
会
☎（
53
）0
4
6
3

下
野
市
商
工
会

☎（
44
）0
2
0
2

下
野
市
商
工
会
南
河
内
支
所

☎（
48
）0
0
5
9

個
人
事
業
税
の
納
税
に

つ
い
て

平
成
24
年
中
に
個
人
で
事
業
を

営
ま
れ
て
い
た
方
に
、
個
人
事
業

税
の
第
2
期
分
の
納
付
書
を
発
送

し
ま
す
。

■
納
期
限

第
2
期
分
の
納
期
限
は
、
12
月

２
日
㈪
で
す
の
で
、
最
寄
り
の
金

融
機
関
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

栃
木
県
税
事
務
所

個
人
事
業
税
担
当

☎
０
２
８
２（
23
）３
４
１
４

自
衛
隊
記
念
日
観
閲
式

実
施
に
伴
う
お
知
ら
せ

10
月
27
㈰
、
自
衛
隊
記
念
日
観

閲
式
を
陸
上
自
衛
隊
朝
霞
訓
練
場

（
埼
玉
県
新
座
市
）で
実
施
す
る
こ

と
に
伴
い
、
9
月
下
旬
頃
か
ら
訓

練
及
び
予
行
等
を
開
始
す
る
た
め
、

航
空
機
の
飛
行
等
に
よ
り
大
き
な

音
な
ど
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。期

間
中
の
航
空
機
の
編
隊
飛
行

予
定
等
に
つ
い
て
は
、
陸
上
自
衛

隊
東
部
方
面
隊
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。

周
囲
の
皆
様
に
は
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

陸
上
自
衛
隊
東
部
方
面
総
監
部

総
務
部
地
域
連
絡
調
整
課

☎
0
4
8（
4
6
0
）7
1
1

　

http://w
w
w
.m
od.go.jp/
gsdf/eae/

毎
年
10
月
は
全
国
不
正
軽
油

撲
滅
強
化
月
間
で
す

不
正
軽
油
に
関
す
る
情
報
を
お

寄
せ
く
だ
さ
い
。

　

不
正
軽
油
と
は
、
軽
油
引
取
税

の
脱
税
を
目
的
に
、
軽
油
代
替
燃

料
と
し
て
灯
油
や
重
油
を
混
和
す

る
等
し
て
使
用
す
る
も
の
で
す
。

知
事
の
承
認
を
受
け
ず
に
自
動

車
の
燃
料
と
し
て
灯
油
や
重
油
な

ど
を
使
用
す
る
と
、
罰
則
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

不
正
軽
油
に
関
わ
っ
た
者
は
す

べ
て
罰
則
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

不
正
軽
油
に
関
す
る
情
報

は
、「
不
正
軽
油
１
１
０
番
（
☎

０
２
８
２（
23
）３
８
６
２
）」
に

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

栃
木
県
税
事
務
所

軽
油
引
取
税
調
査
担
当

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

相　
　

談

就　
　

職

募　
　

集

事業主の皆さん、個人住民税は
特別徴収で納めましょう

■個人住民税の特別徴収とは、事業主（給与支払者）
が所得税の源泉徴収と同じように、従業員（納税義
務者）に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人
住民税を天引きし納入していただく制度で、下野市
では3,903の事業所で取り組んでいます。
■事業主（給与支払者）は特別徴収義務者として、法
人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住
民税を特別徴収していただく必要があります。
■特別徴収に関するＱ＆Ａ
Q．特別徴収はしなくてはいけないのですか？
A．所得税の源泉徴収義務のある事業主（給与支払者）
は、従業員（納税義務者）の個人住民税を特別徴収す
ることが法律（地方税法第321条の４及び市条例）によ
り義務づけられています。
Q．特別徴収をするメリットはあるのですか？
A．①事業主（給与支払者）は、個人住民税の計算を
市が行いますので、所得税のように事業主（給与支
払者）が税額を計算したり年末調整をする手間はか
かりません。
②従業員（納税義務者）は、金融機関に出向いて納税
する手間が省け、納付を忘れて滞納になったり、延
滞金がかかる心配がありません。さらに特別徴収は
納期が年12回なので、普通徴収（年４回）に比べ１回
あたりの納税額が少なくて済みます。
■問い合わせ先　税務課☎（40）5554


